
令和４年度 第１回宇都宮市保健衛生審議会 

 

日 時：令和５年２月２１日（火） 

午後７時～ 

場 所：宇都宮市保健所 大会議室 

 

 

次  第 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 委員紹介 

 

４ 会長及び副会長の選出について 

 

５ 議事 

【報告案件】 

  自然に健康になれる食環境づくりの推進について  資料１ 

  本市の食品安全確保対策について    資料２ 

  本市の新型コロナウイルス感染症の対応等について  資料３ 

  宇都宮市夜間休日救急診療所における新型コロナウイルス感染症への 

対応状況について       資料４ 

  宇都宮市動物愛護センター「宮わんにゃんパーク」の運用状況について

         資料５ 

 
６ そ の 他 

 

７ 閉  会 

 



（任期：令和４年１２月１６日～令和６年１２月１５日）

委員種別 № 氏名 推薦団体等名称及び役職名等　 備考

第１号委員 1 天 谷 美恵子 市議会議員

（市議会議員） 2 篠 﨑 圭 一 市議会議員

第２号委員　 3 中 村 好 一 自治医科大学　教授

（学識経験者） 4 小 橋 元 獨協医科大学　教授

5 松 本 国 彦 宇都宮市医師会 会長

6 北 條 茂 男 宇都宮市歯科医師会　会長

7 髙 野 澤 昇 宇都宮市薬剤師会　会長

8 朝 野 春 美 栃木県看護協会　会長

9 石 田 美 幸 栃木県栄養士会宇都宮支部　副支部長

10 野 間 重 孝 栃木県済生会宇都宮病院　院長

第３号委員 11 寺 内 幸 夫 栃木県獣医師会　副会長

（各種団体の代表） 12 菊 地 正 幸 宇都宮食品衛生協会　副会長

13 福 田 治 雄 栃木県生活衛生同業組合協議会宇都宮支部　支部長

14 古 澤 勝 司 宇都宮市自治会連合会　副会長

15 釼 持 幸 子 宇都宮市民生委員児童委員協議会　会長

16 松 谷 宣 子 宇都宮市女性団体連絡協議会　会計

17 秋 本 薫 宇都宮商工会議所　議員

18 國 谷 優 宇都宮市小学校長会　校長

19 池 田 仁 子 宇都宮市食生活改善推進員協議会　副会長

第４号委員 20 野 上 有 子 公募委員

（市長が必要と認める者） 21 藏 谷 友 香 公募委員

宇都宮市保健衛生審議会委員名簿



 

 

 

宇都宮市保健衛生審議会の概要 

 

設置目的 

宇都宮市附属機関に関する条例（昭和４２年条例第１号）第

２条に基づき設置されている附属機関であり，市長の諮問に

応じ，市民の健康づくりの推進及び生活衛生の向上に関して

必要な事項（下記参照）について審議する 

 

【所掌事務】 

（１）健康づくり事業に関すること 

（２）食品の安全対策に関すること 

（３）救急医療対策に関すること 

（４）精神保健対策に関すること 等の保健衛生全般 

組織 

委員２２人以内をもって組織する 

（別紙２「宇都宮市保健衛生審議会規則」を参照） 

 

【委員の構成】 

（１）第１号委員 市議会議員 

（２）第２号委員 学識経験を有する者 

（３）第３号委員 関係団体の代表者 

（４）第４号委員 市長が必要と認める者（公募委員）  

任期 

２年間 

（現任期：令和４年１２月１６日から 

令和６年１２月１５日まで） 

主な会議事項 
・計画の策定に関する諮問・答申 

・関連する保健衛生事業の取組状況報告について   等 
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宇都宮市保健衛生審議会規則 

平成10年3月31日 

規則第29号 

 

(趣旨) 

第１条 この規則は，宇都宮市附属機関に関する条例(昭和42年条例第1号)第３条の規

定に基づき，宇都宮市保健衛生審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に

ついて，必要な事項を定めるものとする。 

(組織) 

第２条 審議会は，委員22人以内をもって組織する。 

２ 委員は，次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(1) 市議会議員 

(2) 学識経験を有する者 

(3) 関係団体の代表者 

(4) 前各号に掲げる者のほか，市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は，2年とし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。ただし，

再任を妨げない。 

４ 審議会に会長及び副会長1人を置き，委員の互選によって定める。 

５ 会長は，審議会を代表し，会務を総理する。 

６ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代理する。 

(平13規則16・一部改正) 

(会議) 

第３条 審議会の会議は，会長が招集し，会長が議長となる。 

２ 審議会の会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，会長の決すると

ころによる。 

(専門部会) 

第４条 審議会は，専門の事項を調査審議させるため，必要に応じ，専門部会(以下「部

会」という。)を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は，会長が指名する。 

３ 部会に部会長及び副部会長を置き，部会に属する委員の互選によりこれを定める。 

４ 部会長は，部会の事務を掌理する。 

５ 副部会長は，部会長を補佐し，部会長に事故があるときは，その職務を代理する。 

(平13規則16・追加) 

(関係人の出席) 

第５条 審議会は，必要があると認めるときは，関係人の出席を求め，その説明又は

意見を聴くことができる。 

(平13規則16・旧第4条繰下) 
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(庶務) 

第６条 審議会の庶務は，保健福祉部保健所総務課において処理する。 

(平13規則16・旧第5条繰下，平18規則40・一部改正) 

(委任) 

第７条 この規則に定めるもののほか，審議会の運営について必要な事項は，会長が

審議会に諮って定める。 

(平13規則16・旧第6条繰下・一部改正) 

 

附 則 

この規則は，平成10年4月1日から施行する。 

附 則(平成13年3月30日規則第16号) 

この規則は，平成13年4月1日から施行する。 

附 則(平成18年3月31日規則第40号) 

この規則は，平成18年4月1日から施行する。 
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